
○ 電 波 法 施 行 規 則 及 び 無 線 従 事 者 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 省 令 の 一 部 を 改 正 す る 省 令 案 新 旧 対 照 表 

（ 下 線 部 分 が 下 段 か ら 中 段 に 係 る 変 更 箇 所 、 二 重 下 線 部 分 が 中 段 か ら 上 段 に 係 る 変 更 箇 所 、 二 重 波 線 下 線 が 下 段 か ら 中 段 に 係 る 変 更 箇 所 と 中 段 か ら 上 段 に 係 る 変 更 が 重 複 す る 変 更 箇 所 。 ） 

一 部 改 正 の 一 部 改 正 案 一 部 改 正 （ 平 成 二 十 四 年 総 務 省 省 令 第 五 十 六 号 ） 現 行 

（ 権 限 の 委 任 ） 

第 五 十 一 条 の 十 五 （ 略 ） 

２ 前 項 の 所 轄 総 合 通 信 局 長 は 、 次 の 表 の 上 欄 に 掲 げ る 区 分 に 従 い 、 そ れ

ぞ れ 同 表 の 下 欄 に 掲 げ る 場 所 を 管 轄 す る 総 合 通 信 局 長 と す る 。 

（ 略 ） 

六 無 線 従 事 者

の 免 許 に 関 す

る 事 項 

合 格 し た 法 第 四 十 一 条 第 二 項 第 一 号 の 国 家 試 験

（ そ の 免 許 に 係 る も の に 限 る 。 ） の 受 験 地 （ 法 附 則

第 五 項 又 は 第 六 項 の 規 定 に よ り 無 線 従 事 者 の 免 許

を 受 け た も の と み な さ れ た 者 で あ つ て 、 昭 和 三 十

年 六 月 一 日 に 免 許 の 更 新 を 受 け た も の の 当 該 免 許

に つ い て は 、 同 日 に お け る 本 籍 地 。 ） 、 修 了 し た 法

第 四 十 一 条 第 二 項 第 二 号 の 養 成 課 程 の 主 た る 実 施

の 場 所 （ そ の 場 所 が 外 国 の 場 合 に あ つ て は 、 当 該

養 成 課 程 を 実 施 し た 者 の 主 た る 事 務 所 の 所 在 地 。

七 の 項 に お い て 同 じ 。 ） 、 同 条 第 二 項 第 三 号 の 無 線

通 信 に 関 す る 科 目 を 修 め て 卒 業 し た 同 号 の 学 校 の

所 在 地 又 は 修 了 し た 従 事 者 規 則 第 三 十 三 条 に 規 定

す る 認 定 講 習 課 程 の 主 た る 実 施 の 場 所 。 た だ し 、

申 請 者 の 住 所 と す る こ と を 妨 げ な い 。 

七 法 第 四 十 一

条 第 二 項 第 二

号 の 無 線 従 事

者 の 養 成 課 程 

そ の 養 成 課 程 の 主 た る 実 施 の 場 所 

（ 略 ） 
 

（ 権 限 の 委 任 ） 

第 五 十 一 条 の 十 五 （ 略 ） 

２ （ 同 上 ） 

 

（ 略 ） 

六 無 線 従 事 者

の 免 許 に 関 す

る 事 項 

合 格 し た 国 家 試 験 （ そ の 免 許 に 係 る も の に 限 る 。 ）

の 受 験 地 （ 法 附 則 第 五 項 又 は 第 六 項 の 規 定 に よ り

無 線 従 事 者 の 免 許 を 受 け た も の と み な さ れ た 者 で

あ つ て 、 昭 和 三 十 年 六 月 一 日 に 免 許 の 更 新 を 受 け

た も の の 当 該 免 許 に つ い て は 、 同 日 に お け る 本 籍

地 。 ） 、 法 第 四 十 一 条 第 二 項 第 二 号 の 無 線 従 事 者 の

養 成 課 程 を 修 了 し た 者 の 住 所 、 同 項 第 三 号 の 学 校

に お い て 無 線 通 信 に 関 す る 科 目 を 修 め て 卒 業 し た

者 の 住 所 又 は 同 項 第 四 号 の 資 格 、 業 務 経 歴 等 に よ

り 免 許 を 受 け よ う と す る 者 の 住 所 

 

 

 

 

七 法 第 四 十 一

条 第 二 項 第 二

号 の 無 線 従 事

者 の 養 成 課 程 

そ の 養 成 課 程 の 主 た る 実 施 の 場 所 （ そ の 場 所 が 外

国 の 場 合 に あ つ て は 、 当 該 養 成 課 程 を 実 施 し た 者

の 主 た る 事 務 所 の 所 在 地 ） 

（ 略 ） 
 

（ 権 限 の 委 任 ） 

第 五 十 一 条 の 十 五 （ 略 ） 

２ （ 同 上 ） 

 

（ 略 ） 

六 無 線 従 事 者

の 免 許 に 関 す

る 事 項 

合 格 し た 国 家 試 験 （ そ の 免 許 に 係 る も の に 限 る 。 ）

の 受 験 地 （ 法 附 則 第 五 項 又 は 第 六 項 の 規 定 に よ り

無 線 従 事 者 の 免 許 を 受 け た も の と み な さ れ た 者 で

あ つ て 、 昭 和 三 十 年 六 月 一 日 に 免 許 の 更 新 を 受 け

た も の の 当 該 免 許 に つ い て は 、 同 日 に お け る 本 籍

地 。 ） 、 修 了 し た 法 第 四 十 一 条 第 二 項 第 二 号 の 無 線

従 事 者 の 養 成 課 程 の 主 た る 実 施 の 場 所 （ そ の 場 所

が 外 国 の 場 合 に あ つ て は 、 当 該 養 成 課 程 を 実 施 し

た 者 の 主 た る 事 務 所 の 所 在 地 。 次 の 項 に お い て 同

じ 。 ） 、 法 第 四 十 一 条 第 二 項 第 三 号 の 学 校 に お い て

無 線 通 信 に 関 す る 科 目 を 修 め て 卒 業 し た 者 の 住 所

又 は 法 第 四 十 一 条 第 二 項 第 四 号 の 資 格 、 業 務 経 歴

等 に よ り 免 許 を 受 け よ う と す る 者 の 住 所 

 

七 法 第 四 十 一

条 第 二 項 第 二

号 の 無 線 従 事

者 の 養 成 課 程 

そ の 養 成 課 程 の 主 た る 実 施 の 場 所 

（ 略 ） 
 

 

 

別
添
 


